
令和 5 年 7 月 12 日  

事 業 者  

       受講希望者 様 

 

 (石川労働局登録教習機関)  

(一社)七尾労働基準協会 

 

     クレーン運転特別教育(学科)講習会の開催について 

                  玉掛け技能講習資格者等は一日で修了です！ 

労働安全衛生法では、「吊り上げ荷重(巻上げ機の能力等)が５トン未満のクレーン 

(床上操作式などの各種の定置式のクレーンのこと)の運転業務に 

労働者を就かせるときは、法定に基づく特別教育を修了 

させなければならない」と定められています。 

〈 労働安全衛生法第 59 条 労働安全衛生規則第 36 条第 15 項 〉 

 

★過去にこの特別教育を修了している方は受講の義務はありません。 

★つり上げ能力が 5 トン以上のクレーンの運転はクレーン運転免許又はクレーン運転技能講習が必要です。 

※新型コロナ感染対策については、政府発表の対策を全日実施します。 

                                                           
                記 
 

  １  実施日･会場 （学科 1.5日） 

       ※玉掛け技能講習等の資格者は 1日講習となります。 

下記 3ご参照。 

 

                                           
                         
２ 受講資格   18 才以上の方    

            ※ 新型コロナ感染等体調不良の方はご遠慮願います。 

 

３ 受講の一部免除について 

          ※ 玉掛け技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習、移動式クレーン運転免許者は 

            10/11(初日)のみの受講となり、受講料も減額されます。 ・・・・・・・10/12の全科目免除 

                                          ※6受講料、参照↓ 

４  定  員   35 名  

※ 但し、受付期日 10/2までに受講希望者が 10名未満の場合は中止とさせていただ 

きます。中止となった場合は 10/3には申込者にその旨連絡いたします。 

以上、ご了承のうえお申込み願います。 

                    

日  時 (講習時間) 場   所 

5年 10月 11日(水） (9：00～17：15) 七尾市シルバー人材センター 

【ワークパル七尾】 

（七尾市小島町西部 1-3） 5年 10月 12日(木） (9：00～12：10) 

※最近のクレーンは運転操作が分かり易くできていることから、学科

のみを実施するものです。 

つり上げ荷重 
5トン未満のクレーン

が対象です！ 
  

 

 



４ 受付期日    令和 5年 10 月 2 日（月） まで 

※申込みはお早めにお願いいたします。 

５ 申込み方法  

(1)受講申込書に所要事項を記入し、本人確認のための自動車運転免許証など受講 
申込書に記載の必要な書類を添付して、郵送又は FAX にてお申込み下さい。 

〒926-0852 七尾市小島町西部 19－2 （一社）七尾労働基準協会 宛 
                 TEL 0767-52-5343    FAX 0767-52-2427 

（2）受講申込みをされた方(事業場)には、 
① 受講申込書に受講番号を入れた受講票【当日ご持参】 
② 受講料納入口座・納入期日等のご案内 

① ②を同時に FAX 送信いたしますので、②案内書が届きましたら記載の 
期日までに受講料を納入ください。 
 

６  受 講 料                           (円) 

 

 

７ 助成金について(建設業の場合のみです) 

 

 

 

 

 

      

８ その 他 

（１）この特別教育は、天井クレーン・ホイストクレーン、壁クレーン、橋型クレーン、電動 

   チェーンブロック、ケーブルクレーン、スタッカー式クレーン等の機種に関わりなく、 

吊り上げ荷重 5トン未満のクレーンの運転者に対する特別教育を行うものです。 

  ※ユニッククレーン等の小型移動式クレーンは、別の小型移動式クレーン運転技能講習資格が必要です。 

    ※なお、跨線テルハに限り 5 トン以上でもこの特別教育修了者で運転業務可能です。      

（２）この講習受講者には法的な証である、特別教育「修了証」を交付します。 

   特別教育規程では、クレーン特別教育は実技 3時間以上を実施することとなっており、

修了者全員に特別教育修了証交付と同時に実技実施記録用紙をお渡ししますので、各事業

場で実施しその記録を残してください。(記録したものは事業場に 3年間保存しなければな

りませんが、労働基準監督署などに報告する必要はありません) 

（３）受講者は受講票及び筆記具をご持参願います。 

     
９  ◆◆◆  キャンセルについて  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           ☆キャンセルの申出日によって次のとおり返金します。【送金料は差引かれます】 

キャンセル申出日(土日を除く) 受講料(税込) テキスト代その他 

10/2(申込期日)まで  全額返金 全額返金 

10/3～10/4 まで  全額返金 返金なし 

10/5～10/10 80％返金 返金なし 

講習当日 返金なし 返金なし 

   ※ 新型コロナ感染等により開催が困難な事態となった場合は、受講料等の費用は 

全額(送金料を除く)返金とし、申請書類は保留となります。          

 

   受講の区分 受講料 消費税 テキスト代 合  計 

免除者以外(1.5日講習) 15,000 1,500 2,035 18,535 

一部免除者(1日講習) 10,000 1,000 2,035 13,035 

※ 建設業種の雇用保険の被保険者（労働者）を 1.5日受講させた場合 

   労働者１人当たり約 30,750円の助成金が事業主に支給されます。 

  計算例〔18,535(受講料)×75％〕＋〔7,600 円(賃金限度額)×2 日〕≒29,100 円 

 詳しくは、石川労働局職業安定部 職業対策課 

                                  (金沢市西念 3-4-1 金沢駅西合同庁舎 5 階) 

         ☎076-265-4428  FAX 076-261-1408までお問い合わせ下さい。                                        


